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第５次生涯研修制度実施要綱細則 

 

Ⅰ 実施の要領 

１ 研修の企画、運営 

（１）公益社団法人日本歯科衛生士会（以下「本会」という。）は、次の役割を担う。 

① 専門研修（基本研修）の企画、推進 

② e ラーニングの企画・推進 

③ 専門研修（特別研修、指定研修）の承認、指定 

④ 認定研修（認定分野Ａ・Ｃ）の企画、運営 

⑤ 会員の研修履歴の登録および管理 

⑥ その他研修事業に関すること 

（２）都道府県歯科衛生士会は、次の役割を担う。 

① 専門研修（基本研修）の企画、運営 

② その他研修事業に関すること 

 

 ２ 運営方法 

（１）都道府県歯科衛生士会は、毎年度の事業計画にあわせて、専門研修（基本研修）の各コースの

プログラムから研修項目を選択し、実施するものとする。 

（２）認定歯科衛生士委員会は、認定研修（認定分野Ａ）を企画、運営するものとする。 

ただし、指導者等講習会（認定分野Ｃ）の企画、運営は指導者等講習会企画運営委員会が行う。 

（３）講師の依頼は、原則として実施主体の都道府県歯科衛生士会が行うものとする。 

 （４）基本研修の受講料の設定は、実施主体の都道府県歯科衛生士会の実状に応じて定めるものと

する。 

 （５）ｅラーニング研修の受講料は、別に定める。 

 （６）都道府県歯科衛生士会は、研修申請システムを利用し、実施計画書を事前に本会へ提出する。

終了後はすみやかに本会に報告するものとする。 

 （７）本会は、会員の研修履歴を登録し、管理するものとする。 

 

 ３ 研修の登録 

（１）正会員が会員証を活用した研修履歴登録システムにより、取得した研修履歴は、本会において

登録、管理する。 

（２）自己学習における e ラーニングにより取得した研修履歴は、基本研修の単位として、本会におい

て登録、管理する。 

（３）都道府県歯科衛生士会は、会員外の歯科衛生士が受講した場合、会員外受講証明書（様式３）

を交付するものとし、会員外受講者名簿（様式４）を本会へすみやかに提出する。 
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（４）専門研修（基本研修）は、単位修得後、本会より修了証書を交付する。 

（５）専門研修（特別研修、指定研修）は、自己申請により、本会において登録、管理する。また、本

会が実施する感染症予防歯科衛生士講習会等への参加、日本歯科衛生学会への参加、発表、

投稿等により取得した特別研修の単位は、本会において登録、管理する。 

（６）認定審査会の審査に合格した者および研修指導者・臨床実地指導者等講習会を修了し認定歯

科衛生士委員会の事務審査を経て認定された者は、認定歯科衛生士名簿に登録する。 

 

 

 

Ⅱ 専門研修（基本研修）実施の流れ 

１ フローチャート 

（１）集合型研修 

 

 

＜研修申請システムによる実施計画書の提出＞ 

 申請期間：実施６～１か月前 

 

 

＜審査・承認後、研修履歴準備ファイル送信＞ 

 

 

 

受講者データは、会員証・バーコードリーダーを使用して、 

研修履歴登録システムにより入力する。 

 

 

＜研修履歴登録ファイル返信＞ 

＜会員外受講者の報告 様式４＞ 

 

 

  

  

研修会当日 

日 本 歯 科 衛 生 士 会 

都 道 府 県 歯 科 衛 生 士 会 

都 道 府 県 歯 科 衛 生 士 会 

日 本 歯 科 衛 生 士 会 
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（２）集合型研修（ｅラーニング研修） 

 

 

＜申請＞ 締切：実施 1 か月前まで 

①研修申請システムでの申請 

 

＜使用コンテンツの報告＞                ＜システム承認＞ 

            ＜研修履歴準備ファイル、動画送信＞ 

                                 開催日の 1 週間前までに送信 

 

                                  ②到着した USB メモリの再生確認 

（必ず当日使用する PC にて確認） 

  

③受講者データは、会員証・バーコードリーダー 

を使用して、研修履歴登録システムにより入力 

する。 

④受講者に対して著作権に関する注意事項の 

周知をする。 

 

⑤USB メモリを日衛事務局へ返送 

（返却した旨を日衛事務局へメール連絡 

※追跡番号含む） 

＜報告＞ 

⑥報告フォームより実施内容を報告 

（実施後 1 か月まで） 

   ⑦研修履歴登録ファイル返信 

・会員外受講者名簿の提出（様式 4）含む 

  

 

         

 

  ＜動画使用料の納付＞ 

 

 

 

日 本 歯 科 衛 生 士 会 

都 道 府 県 歯 科 衛 生 士 会 

日 本 歯 科 衛 生 士 会 

都 道 府 県 歯 科 衛 生 士 会 

研 修 会 当 日 

D H - K E N 事 務 局 

都 道 府 県 歯 科 衛 生 士 会 

D H - K E N 事 務 局 

研 修 会 終 了 後 

＜開催翌月 DH-KEN 事務局より 

動画使用料納付の案内＞ 
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（３）自己学習型（ｅラーニング研修＋演習） 

   ｅラーニング修了後、ワークシートによる演習を行い提出 

 

 

＜ｅラーニング受講＞ 

                                 ＜ワークシートによる演習※＞ 

                                   ・日本歯科衛生士会 Web サイトより 

ワークシートをダウンロードする 

                                   ・演習を行い、日本歯科衛生士会へ提出 

                                              （※詳細はワークシート内に記載あり）                               

 

 

      ＜提出ワークシート審査・1 か月以内に単位付与＞ 

 

※ ワークシートによる演習の手順 

① 日本歯科衛生士会 Web サイトよりワークシートをダウンロードし、ファイルに名前（ワークシートの 1

ページ目に記載あり）を付け、1 ページ目を削除し、ワークシート部分（２ページ以降）のみ保存す

る。 

②  ｅラーニング受講修了後、演習（ワークシートに黒字で入力）を行う。 

③  メール本文に、「所属会・会員番号・氏名」を入力後、入力したワークシートを添付し、メール件名

（ワークシートの 1 ページ目に記載あり）を入力して、下記に送信する。 

  提出先： 日本歯科衛生士会 kensyu@jdha.or.jp 

  

  

日 本 歯 科 衛 生 士 会 

日 本 歯 科 衛 生 士 会 会 員 

mailto:kensyu@jdha.or.jp
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  （４）Web 研修 

 

 

＜研修申請システムによる実施計画書の提出＞ 

 ・研修内容、配信方法、受講の確認方法等検討し、 

実施計画を記載 

 

 

＜審査・承認後、研修履歴準備ファイル送信＞ 

 

 

撮影、配信 

受講者データを研修履歴登録システムにより入力する。 

 

 

＜研修履歴登録ファイル返信＞ 

＜会員外受講者の報告 様式４＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会当日 

日 本 歯 科 衛 生 士 会 

都 道 府 県 歯 科 衛 生 士 会 

都 道 府 県 歯 科 衛 生 士 会 

日 本 歯 科 衛 生 士 会 
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２ 事務取扱要領 

（１）本会は、毎年度始めに、都道府県歯科衛生士会に次のファイルを送信する。 

様式番号 内  容 備  考 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

 

４ 

特別研修―自己学習申請書 

 

指定研修申請書 

 

会員外受講証明書 

 

 

会員外受講者名簿 

自己学習分の申請に用いる。 

 

指定研修の申請に用いる。 

 

会員外歯科衛生士の受講時に用いる。 

会員外受講者全員に配布する。 

 

会員外歯科衛生士の受講者報告時に用いる。 

PDF データで提出する。 

※希望する都道府県歯科衛生士会には用紙を送付する。 

 

（２）都道府県歯科衛生士会は、実施計画書を日本歯科衛生士会へ実施６～１か月前の期間内に提

出する。（認定更新生涯研修指定希望も含む） 

 

（３）（２）を受理した本会は、開催日の１週間前までに研修履歴準備ファイルを都道府県歯科衛生士

会に送信する。 

 

（４）（３）を受信した都道府県歯科衛生士会は、当日使用するパソコンに研修履歴準備ファイルをイ

ンストールする。（複数台のパソコンを使用する場合はコピーする。） 

 

（５）都道府県歯科衛生士会は、研修会当日、会員証・バーコードリーダーを使用してデータを入力

する。 

 

（６）研修会終了後、都道府県歯科衛生士会は、１週間以内に研修履歴登録ファイルを本会へ提出

する。また、会員外歯科衛生士が受講した場合は、様式４を用いて報告する。 

 

（７）研修履歴登録ファイルを受信した本会は、研修履歴登録システムにより会員の受講履歴を登録、

管理する。 

 

（８）e ラーニングによる集合型研修の場合は、DH-KEN 事務局からの納付案内により動画使用料を納付

する。 



7 

Ⅲ 特別研修および指定研修の指定 

 １ 特別研修 

（１）区分 a の対象研修⑧「その他本会が指定した研修」の指定 

① 指定要件 

区分 a の対象研修⑧「その他本会が指定した研修」とは、次の要件を満たすものとし、単

位認定を希望する教育研修機関、関連学会、歯科関連企業等から申請があった場合は、

生涯研修委員会に諮り、理事会に報告する。 

ア 研修内容が、歯科衛生士業務に関連する内容であること。 

イ 集合型研修の場合は、１コースまたは１テーマにつき、２時間以上の研修およびセミ

ナー等であること。なお、１コースまたは１テーマにつき、２日以上にわたる研修であ

っても２単位とする。 

  Web 研修の場合は、１コースまたは１テーマにつき、１時間以上の研修およびセミナ

ー等であること。なお、１コースまたは１テーマにつき、２日以上にわたる研修であっ

ても１単位とする。 

ウ 本会が後援・協力する研修およびセミナー等であること。 

エ 歯科関連企業が主催する場合は、本会の賛助会員であること。ただし、本会 

会員が講師である場合は、この限りではない。 

    ② 申請方法 

主催する者は本会指定の申請書（様式５）に所要事項を記載の上、開催３ヶ月前までに

本会事務局に提出すること。 

 

（２）関連学会の指定 

対象となる学会等の申請に基づき、生涯研修委員会および認定歯科衛生士委員会に諮り、

理事会に報告する。関連学会等の登録を希望する者は、本会指定の申請書（様式６）に所要事

項を記載の上、必要書類を添えて本会事務局に提出すること。 

 


